
 

 

命を守ろう！ 

ヘルメットは最後の盾  
*自転車安全利用５則* 

１．車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先 

２．交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

３．夜間はライトを点灯 

４．飲酒運転は禁止 

５．ヘルメットを着用 
 

皆さんの安全・安心は

もちろん、まわりの人

への気遣いを忘れな

いようにしましょう。 

東京都立町田総合高等学校 

【参考】2026年4月から、自転車交通法違反に対し、 

「青切符」による取り締まりが始まります。 


